
 

1

○
保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
一
号
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
看
護
師
学
校
養
成
所
の
指
定
基
準
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
、
免
許
を
得
た
後
三
年
以
上
業
務
に
従
事
し
て
い
る
准
看
護

師
又
は
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
て
い
る
准
看
護
師
を
教
育
す
る
課
程

を
設
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
係
る
令
第
十
一
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
に
規
定
す
る
課
程
を
併
せ
て
設
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
第
十
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

 

一
～
十
二 

（
略
） 

     

３ 

看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
、
高
等
学
校
及
び
当
該
高
等
学
校
の
専
攻
科
（
以
下
こ
の
項

 

に
お
い
て
「
専
攻
科
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
看
護
師
を
養
成
す
る
課
程
を
設
け
よ
う
と
す

 

る
も
の
に
係
る
令
第
十
一
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
～
十
二 

（
略
） 

 

（
指
定
基
準
の
特
例
） 

第
五
条
の
二 

保
健
師
学
校
養
成
所
、
助
産
師
学
校
養
成
所
、
看
護
師
学
校
養
成
所
又
は
准
看

護
師
学
校
養
成
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
健
師
等
学
校
養
成
所
」
と
い
う
。
）
で
あ

（
看
護
師
学
校
養
成
所
の
指
定
基
準
）  

第
四
条 

（
略
）  

２ 

看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
、
免
許
を
得
た
後
三
年
以
上
業
務
に
従
事
し
て
い
る
准
看
護

師
又
は
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
て
い
る
准
看
護
師
を
教
育
す
る
課
程

を
設
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
係
る
令
第
十
一
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。 

  

一
～
十
二 

（
略
）  

３ 

看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
、
前
二
項
に
規
定
す
る
課
程
を
併
せ
て
設
け
よ
う
と
す
る
も 

 

の
に
係
る
令
第
十
一
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
前
二
項
各
号
（
前
項
第
十
号
を
除 

 

く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
の
課
程
の
実
習
室
又
は 

 

在
宅
看
護
実
習
室
は
第
二
項
の
課
程
の
実
習
室
又
は
在
宅
看
護
実
習
室
と
、
第
一
項
の
課
程 

 

の
図
書
室
は
第
二
項
の
課
程
の
図
書
室
と
兼
用
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

４ 

看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
、
高
等
学
校
及
び
当
該
高
等
学
校
の
専
攻
科
（
以
下
こ
の
項 

 

に
お
い
て
「
専
攻
科
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
看
護
師
を
養
成
す
る
課
程
を
設
け
よ
う
と
す 

 

る
も
の
に
係
る
令
第
十
一
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。  

 
一
～
十
二 

（
略
）  

    



 

2

つ
て
、
複
数
の
保
健
師
等
学
校
養
成
所
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
上
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、

第
二
条
第
七
号
、
第
三
条
第
七
号
、
第
四
条
第
一
項
第
七
号
、
同
条
第
二
項
第
七
号
、
同
条

第
三
項
第
七
号
又
は
第
五
条
第
七
号
の
図
書
室
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
図
書
室
」
と
い

う
。
）
は
併
せ
て
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
健
師
等
学
校
養
成
所
の
図
書
室
と
、
第
二
条

第
七
号
、
第
三
条
第
七
号
、
第
四
条
第
一
項
第
七
号
、
同
条
第
二
項
第
七
号
、
同
条
第
三
項

第
七
号
若
し
く
は
第
五
条
第
七
号
の
実
習
室
又
は
第
四
条
第
一
項
第
七
号
、
同
条
第
二
項
第

七
号
若
し
く
は
同
条
第
三
項
第
七
号
の
在
宅
看
護
実
習
室
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
実
習

室
等
」
と
い
う
。
）
は
併
せ
て
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
健
師
等
学
校
養
成
所
の
実
習
室

等
と
、
そ
れ
ぞ
れ
兼
用
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

別
表
一
（
第
二
条
関
係
） 

教 

育 

内 

容 

単 

位 
数 

備 

考 

地
域
看
護
学 

  

地
域
看
護
学
概
論 

 

個
人
・
家
族
・
集
団
の
生
活
支
援 

 

地
域
看
護
活
動
展
開
論 

 

地
域
看
護
管
理
論 

疫
学 

保
健
統
計
学 

保
健
福
祉
行
政
論 

臨
地
実
習 

 

地
域
看
護
学
実
習 

 
 

 

一
二
（
一
〇
）

 

二

一
〇
（
八
）二二

三
（
二
）四四

学
校
保
健
・
産
業
保

健
を
含
む
。 

        

保
健
所
・
市
町
村
で

の
実
習
を
含
む
。 

           

別
表
一
（
第
二
条
関
係
） 

教 

育 

内 

容 

単 

位 

数 

備 

考 

地
域
看
護
学 

  

地
域
看
護
学
概
論 

 

地
域
看
護
活
動
論 

  

疫
学
・
保
健
統
計 

 
保
健
福
祉
行
政
論 

臨
地
実
習 

 

地
域
看
護
学
実
習 

一
二
（
一
〇
）

 

三
（
二
）

九
（
八
）四

二
（
一
）三三

      

情
報
処
理
を
含
む
。 

    



 

3

個
人
・
家
族
・
集
団
の
生
活
支 

 
 

援
実
習 

 
 

地
域
看
護
活
動
展
開
論
実
習 

 
 

地
域
看
護
管
理
論
実
習 

二二

継
続
し
た
訪
問
指
導

を
含
む
。 

合 
計 

二
三
（
二
〇
）

 
 

備
考 

一
、
二 

（
略
） 

 
 
 
 

三 

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場

 
 
 
 
 

合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
四
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
十
九
単

 
 
 
 
 

位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と

 
 
 
 
 

が
で
き
る
。 

 

別
表
二
（
第
三
条
関
係
） 

教 

育 

内 

容 

単 

位 

数 
備 
考 

基
礎
助
産
学 

助
産
診
断
・
技
術
学 

地
域
母
子
保
健 

助
産
管
理 

臨
地
実
習 

 

助
産
学
実
習 

六
（
五
） 六 一 一 九 九 

     

実
習
中
分
べ
ん
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

助
産
師
又
は
医
師
の
監
督
の
下
に
学
生
一

人
に
つ
き
十
回
程
度
行
わ
せ
る
こ
と
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
、
取
扱

う
分
べ
ん
は
、
正
期
産
・
経
膣
分
べ
ん
・

合 

計 

二
一
（
一
八
）

 

    

   

備
考 

一
、
二 

（
略
） 

 
 
 
 

三 

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場 

 
 
 
 
 

合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
三
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
十
八
単 

 
 
 
 
 

位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と 

 
 
 
 
 

が
で
き
る
。 

 

別
表
二
（
第
三
条
関
係
） 

教 

育 

内 

容 

単 

位 

数 

備 

考 

基
礎
助
産
学 

助
産
診
断
・
技
術
学 

地
域
母
子
保
健 

助
産
管
理 

臨
地
実
習 

 

助
産
学
実
習 

六
（
五
）六一一八八

     

実
習
中
分
べ
ん
（
妊
娠
七
月
未
満
の
分

べ
ん
を
除
く
。
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
助
産
師
又
は
医
師
の
監
督
の
下
に

学
生
一
人
に
つ
き
十
回
程
度
行
わ
せ
る

こ
と
。 



 

4

頭
位
単
胎
と
し
、
分
べ
ん
第
一
期
か
ら
第

三
期
終
了
よ
り
二
時
間
ま
で
と
す
る
。 

合 

計 

二
三
（
二
二
） 

 
 

備
考 

一
、
二 

（
略
） 

 
 
 
 

三 

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場

 
 
 
 
 

合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
九
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
十
四
単

 
 
 
 
 

位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と

 
 
 
 
 

が
で
き
る
。 

  

別
表
三
（
第
四
条
関
係
） 

教 

育 

内 

容 

単 

位 

数 

基
礎
分
野 

科
学
的
思
考
の
基
盤 

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解 

一
三

専
門
基
礎
分
野 

人
体
の
構
造
と
機
能 

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進 

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度 

一
五六

専
門
分
野
Ⅰ 

基
礎
看
護
学 

臨
地
実
習 

 

基
礎
看
護
学 

一
〇三三

専
門
分
野
Ⅱ 

成
人
看
護
学 

老
年
看
護
学 

小
児
看
護
学 

母
性
看
護
学 

六四四四

 

合 

計 

二
二
（
二
一
）

 

 

備
考 

一
、
二
（
略
） 

 
 
 
 

三 

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場 

 
 
 
 
 

合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
八
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
十
四
単 
 
 
 
 
 

位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と 

 
 
 
 
 

が
で
き
る
。 

  

別
表
三
（
第
四
条
関
係
） 

教 

育 

内 

容 

単 

位 

数 

基
礎
分
野 

科
学
的
思
考
の
基
盤 

人
間
と
人
間
生
活
の
理
解 

一
三 

専
門
基
礎
分
野

人
体
の
構
造
と
機
能 

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進 

社
会
保
障
制
度
と
生
活
者
の
健
康 

一
五 六 

専
門
分
野 

基
礎
看
護
学 

在
宅
看
護
論 

成
人
看
護
学 

老
年
看
護
学 

小
児
看
護
学 

母
性
看
護
学 

精
神
看
護
学 

一
〇 四 六 四 四 四 四 



 

5

精
神
看
護
学 

臨
地
実
習 

 

成
人
看
護
学 

 

老
年
看
護
学 

 

小
児
看
護
学 

 
母
性
看
護
学 

 

精
神
看
護
学 

四
一
六六四二二二

統
合
分
野 

在
宅
看
護
論 

看
護
の
統
合
と
実
践 

臨
地
実
習 

 

在
宅
看
護
論 

 

看
護
の
統
合
と
実
践 

四四四二二

合 

計 

九
七

 

備
考 

一
、
二 

（
略
） 

 
 
 
 

三 

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場

 
 
 
 
 

合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
二
十
三
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
七

 
 
 
 
 

十
四
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
三
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
一
単
位

 
 
 
 
 

以
上
並
び
に
専
門
分
野
Ⅰ
、
専
門
分
野
Ⅱ
及
び
統
合
分
野
を
合
わ
せ
て
四
十
単
位

 
 
 
 
 

以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と

 
 
 
 
 

が
で
き
る
。 

 

別
表
三
の
二
（
第
四
条
関
係
） 

教 

育 

内 

容 

単 

位 

数 

基
礎
分
野 

科
学
的
思
考
の
基
盤 

七

臨
地
実
習 
 

基
礎
看
護
学 

 

在
宅
看
護
論 

 

成
人
看
護
学 

 

老
年
看
護
学 

 

小
児
看
護
学 

 

母
性
看
護
学 

 

精
神
看
護
学 

二
三 三 二 八 四 二 二 二 

合 

計 

九
三 

     

備
考 

一
、
二 

（
略
） 

 
 
 
 

三 

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場 

 
 
 
 
 

合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
二
十
三
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
七 

 
 
 
 
 

十
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
三
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
一
単
位
以 

 
 
 
 
 

上
及
び
専
門
分
野
三
十
六
単
位
以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご 

 
 
 
 
 

と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

  

別
表
三
の
二
（
第
四
条
関
係
） 

教 

育 

内 

容 

単 

位 

数 

基
礎
分
野 
科
学
的
思
考
の
基
盤 

七 



 

6

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解 

専
門
基
礎
分
野 

人
体
の
構
造
と
機
能 

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進 

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度 

一
〇四

専
門
分
野
Ⅰ 
基
礎
看
護
学 

臨
地
実
習 

 

基
礎
看
護
学 

六二二

専
門
分
野
Ⅱ 

成
人
看
護
学 

老
年
看
護
学 

小
児
看
護
学 

母
性
看
護
学 

精
神
看
護
学 

臨
地
実
習 

 

成
人
看
護
学 

 

老
年
看
護
学 

 

小
児
看
護
学 

 

母
性
看
護
学 

 

精
神
看
護
学 

三三三三三
一
〇二二二二二

統
合
分
野 

在
宅
看
護
論 

看
護
の
統
合
と
実
践 

臨
地
実
習 

 

在
宅
看
護
論 

 

看
護
の
統
合
と
実
践 

三四四二二

合 

計 

六
五

人
間
と
人
間
生
活
の
理
解 

専
門
基
礎
分
野 

人
体
の
構
造
と
機
能 

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進 

社
会
保
障
制
度
と
生
活
者
の
健
康 

一
〇 四 

専
門
分
野 

基
礎
看
護
学 

在
宅
看
護
論 

成
人
看
護
学 

老
年
看
護
学 

小
児
看
護
学 

母
性
看
護
学 

精
神
看
護
学 

臨
地
実
習 

 

基
礎
看
護
学 

 

在
宅
看
護
論 

 

成
人
看
護
学 

 

老
年
看
護
学 

 

小
児
看
護
学 

 

母
性
看
護
学 

 

精
神
看
護
学 

七 三 三 三 三 三 三 

一
六 三 二 三 二 二 二 二 

合 

計 

六
二 

 
 

   



 

7

 
備
考 

一
～
三 

（
略
） 

 
 
 
 

四 

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場

 
 
 
 
 

合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
十
六
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
四
十

 
 
 
 
 

九
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
七
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
並

び
に
専
門
分
野
Ⅰ
、
専
門
分
野
Ⅱ
及
び
統
合
分
野
を
合
わ
せ
て
二
十
八
単
位
以

上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が

 
 
 
 
 

で
き
る
。 

 

別
表
三
の
三
（
第
四
条
関
係
） 

単
位
数 

教
育
内
容 

高
等
学
校 

専
攻
科 

合
計 

基
礎
分
野 

科
学
的
思
考
の
基
盤 

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解 
六

一
〇

一
六

専
門
基
礎
分
野 

人
体
の
構
造
と
機
能 

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度 

七二

八五

一
五七

専
門
分
野
Ⅰ 

基
礎
看
護
学 

臨
地
実
習 

 

基
礎
看
護
学 

八五五

三

一
一五五

専
門
分
野
Ⅱ 

成
人
看
護
学 

老
年
看
護
学 

小
児
看
護
学 

母
性
看
護
学 

精
神
看
護
学 

二一一一

四三三三四

六四四四四

備
考 

一
～
三 

（
略
） 

 
 
 
 

四 

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場 

 
 
 
 
 

合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
十
六
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
四
十 

 
 
 
 
 

六
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
七
単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
十
四
単
位
以
上
及 

 
 
 
 
 

び
専
門
分
野
二
十
五
単
位
以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の 

 
 
 
 
 

単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 
  

別
表
三
の
三
（
第
四
条
関
係
） 

単
位
数 

教
育
内
容 

高
等
学
校 

専
攻
科 

基
礎
分
野 

科
学
的
思
考
の
基
盤 

人
間
と
人
間
生
活
の
理
解 

六

一
〇 

専
門
基
礎
分
野 

人
体
の
構
造
と
機
能 

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進 

社
会
保
障
制
度
と
生
活
者
の
健
康 

七二

九 四 

専
門
分
野 

基
礎
看
護
学 

在
宅
看
護
論 

成
人
看
護
学 

老
年
看
護
学 

小
児
看
護
学 

母
性
看
護
学 

精
神
看
護
学 

臨
地
実
習 

八二一一一
一
〇

三 四 四 三 三 三 四 

一
七 
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臨
地
実
習 

 

成
人
看
護
学 

 

老
年
看
護
学 

 

小
児
看
護
学 

 
母
性
看
護
学 

 
精
神
看
護
学 

五三二

一
二四二二二二

一
七七四二二二

統
合
分
野 

在
宅
看
護
論 

看
護
の
統
合
と
実
践 

臨
地
実
習 

 

在
宅
看
護
論 

 

看
護
の
統
合
と
実
践 

 

四四四二二

四四四二二

合 

計 

三
八

六
七

一
〇
五

 

備
考 

一 

単
位
の
計
算
方
法
は
、
高
等
学
校
に
あ
つ
て
は
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平

成
十
一
年
文
部
省
告
示
第
五
十
八
号
）
第
一
章
第
二
款
第
一
項
の
規
定
に
、
専
攻

科
に
あ
つ
て
は
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 

二 

高
等
学
校
及
び
専
攻
科
が
一
貫
し
た
教
育
を
施
す
た
め
に
高
等
学
校
及
び
専
攻

科
を
併
せ
た
五
年
間
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
お
い
て
、
教
育
内
容
ご
と
の
高
等
学
校
及
び
専
攻
科
に
お
け
る
単
位
数
の

合
計
が
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
の
合
計
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
高
等

学
校
に
お
け
る
単
位
数
の
合
計
が
三
十
八
単
位
以
上
及
び
専
攻
科
に
お
け
る
単
位

数
の
合
計
が
六
十
七
単
位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単

位
数
の
高
等
学
校
及
び
専
攻
科
へ
の
配
当
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

基
礎
看
護
学 
 

在
宅
看
護
論 

 

成
人
看
護
学 

 

老
年
看
護
学 

 

小
児
看
護
学 

 

母
性
看
護
学 

 

精
神
看
護
学 

四四二

二 二 五 二 二 二 二 

合 

計 

三
八

六
四 

 
 

   

備
考 

単
位
の
計
算
方
法
は
、
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成 

元
年
文
部
省
告
示
第
二
十
六
号
）
第
一
章
第
二
款
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
。
専
攻
科
に 

お
い
て
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 
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○
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
八
年
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
一
号
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 
 
 

附
則 

３ 

看
護
師
学
校
養
成
所
に
お
け
る
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
専
任
教
員
の
数
に
つ
い
て
は
、

 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
中 

 

「
八
人
」
と
あ
る
の
は
「
六
人
」
と
す
る
。 

 

 
 
 

附
則 

３ 

看
護
師
学
校
養
成
所
に
お
け
る
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
専
任
教
員
の
数
に
つ
い
て
は
、 

 

当
分
の
間
、
改
正
後
の
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
中
「
八
人
」
と
あ
る
の
は
「
六
人
」 
 

と
す
る
。 
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○
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
一
号
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 
 
 

附
則 

３ 

看
護
師
学
校
養
成
所
に
お
け
る
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
専
任
教
員
の
数
に
つ
い
て
は
、

 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
四
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
中 

 

「
七
人
」
と
あ
る
の
は
「
五
人
」
と
す
る
。 

 

 
 
 

附
則 

３ 

看
護
師
学
校
養
成
所
に
お
け
る
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
専
任
教
員
の
数
に
つ
い
て
は
、 

 

当
分
の
間
、
改
正
後
の
第
四
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
中
「
七
人
」
と
あ
る
の
は
「
五
人
」 
 

と
す
る
。 

 

               



 

11

○
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
五
号
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 
 
 

附
則 

２ 

看
護
師
学
校
養
成
所
に
お
け
る
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
専
任
教
員
の
数
に
つ
い
て
は
、

 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
四
条
第
三
項
第
四
号
の
規
定
中 

 

「
八
人
」
と
あ
る
の
は
「
六
人
」
と
す
る
。 

 
 
 

附
則 

２ 

看
護
師
学
校
養
成
所
に
お
け
る
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
専
任
教
員
の
数
に
つ
い
て
は
、 

 

当
分
の
間
、
改
正
後
の
第
四
条
第
四
項
第
四
号
の
規
定
中
「
八
人
」
と
あ
る
の
は
「
六
人
」 
 

と
す
る
。 
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